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子
ど
も
被
災
者
支
援
法
の
基
本
方
針
改
定
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

八
月
二
十
五
日
、
政
府
は
「
子
ど
も
被
災
者
支
援
法
の
改
定
基
本
方
針
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
改
定
基
本
方
針
の
中
に
は
、

「
避
難
指
示
区
域
以
外
の
地
域
か
ら
、
新
た
に
避
難
す
る
状
況
に
な
い
」
と
明
示
さ
れ
た
。

改
定
基
本
方
針
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
や
東
京
・
福
島
に
お
け
る
説
明
会
が
開
か
れ
て
お

り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
千
五
百
を
超
え
る
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
避
難
す
る
状
況
に
な
い
」

と
明
示
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
意
見
が
多
く
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

「
避
難
す
る
状
況
に
な
い
」
と
明
示
す
る
に
あ
た
り
、
「
規
制
庁
の
ほ
う
か
ら
「
避
難
す
る
状
況
に
は
な
い
」
と
い
う
科
学

的
な
判
断
と
し
て
、
そ
う
だ
と
い
う
書
類
が
出
て
き
た
」
「
最
初
に
言
い
出
し
た
の
は
規
制
庁
」
と
七
月
三
十
一
日
の
記
者
会

見
で
大
臣
が
発
言
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
提
と
な
る
書
類
が
原
子
力
規
制
庁
か
ら
出
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
復
興
庁
か
ら
原
子
力
規
制
委
員
会

に
見
解
を
求
め
る
文
書
が
出
さ
れ
て
お
り
、
文
中
に
「
支
援
対
象
地
域
の
線
量
は
、
現
在
、
既
に
避
難
す
る
よ
う
な
状
況
で
は

な
い
旨
の
見
解
を
確
認
い
た
だ
き
た
い
」
「
支
援
対
象
地
域
は
避
難
す
べ
き
状
況
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
自
主
避
難
者
へ
の
科

学
的
反
論
を
も
示
す
も
の
に
な
る
」
と
記
さ
れ
る
等
、
「
避
難
す
る
状
況
に
な
い
」
と
い
う
見
解
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
受

一



け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

復
興
庁
か
ら
原
子
力
規
制
委
員
会
に
送
ら
れ
た
文
書
は
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
四
日
付
で
あ
り
、
そ
の
翌
日
平
成
二
十

七
年
六
月
二
十
五
日
に
原
子
力
規
制
庁
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
一
日
の
間
で
十
分
な
検
証
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
の
か
。

二

復
興
庁
か
ら
の
文
書
は
原
子
力
規
制
委
員
会
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
見
解
を
示
し
た
の
は
原
子
力
規
制
庁
で
あ
る

の
は
な
ぜ
か
。

三

復
興
庁
か
ら
の
文
書
は
、
「
避
難
す
る
状
況
に
な
い
」
と
い
う
認
識
が
す
で
に
あ
り
、
原
子
力
規
制
庁
の
見
解
を
誘
導
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

四

「
避
難
す
る
状
況
に
な
い
」
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
自
主
避
難
者
に
与
え
る
心
理
的
な
影
響
を
含
む
様
々
な
影
響
に
つ
い

て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


